
※④⑤における自宅待機解除後、休暇取得を希望する場合は、通常の私傷病と同様に年次有給休暇での対応とする。

　その他いずれにも該当しない場合は、通常の有給休暇扱いとする。

新型コロナウイルス罹患前後の勤務管理（対応フロー図）
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新型コロナウイルスの場合
新型コロナウイルス

ではない場合

　本人および同居する家族が
　・37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合
　・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
　※高齢者や基礎疾患等を有する方は、この状態が2日程度続く場合

感染症指定医療機関または
かかりつけ医から新型コロ
ナではないと診断された場
合は、所属長へ報告し自宅
待機解除の指示を受ける。

⑤'家族の症状が回復し、従
業員本人も「医療機関等」
から出勤が認められた場合
は、速やかに所属長へ報告
し自宅待機解除の指示を受
ける。

速やかに企画管理部へ報告
し、自宅待機または解除を
命じる。

④'所属長へ報告し
自宅待機解除の指
示を受ける。

　①本人が37.5℃以上の発熱をした場合は、所属長へ報告し自宅待機の指示を受ける。
 　【有給休暇】
　※風邪症状が軽度である場合は、自宅での安静・療養を原則とし、状態が変化した場合に、
　　相談センターまたはかかりつけ医に相談したうえで受診する。
　　高齢者や基礎疾患を有する者は重篤化しやすいことを念頭に置くこと。

②「帰国者・接触者センター」に相談し適切な受診を受け、
新型コロナウイルスかどうか確認する。

新型コロナウイルス
ではない場合

新型コロナウイルスの場合

③所属長へ報告し自宅
待機継続の指示を受け
る。【特別休暇】

④所属長へ報告
し自宅待機解除
の指示を受け
る。

⑤症状が回復し「医療
機関等」から出勤が認
められた場合は、速や
かに所属長へ報告し自
宅待機解除の指示を受
ける。

症状回復

③'「医療機関等」から外出
自粛の指導を受けた場合、
所属長へ報告し自宅待機継
続の指示を受ける。【特別
休暇】

報告を受ける。
（特段指示はし
ない）

本人へ自宅待機を命じ、速
やかに企画管理部へ報告。
一般医療機関を受診するか
否かを任意で確認。

自宅待機または
解除を命じる。
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